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(57)【要約】
【課題】鞄の中に仕切部材を低コストで、簡単に、鞄の
外観体裁を損なうことなく取り付けることを可能にする
仕切部材取付けユニットを提供する。
【解決手段】仕切部材取付けユニットは、仕切部材と左
右一対の裏当て部材とを有する。仕切部材はその左右両
端縁が前記左右一対の裏当て部材に接続され、左右一対
の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において鞄の側
壁の内面に固定されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切部材と左右一対の裏当て部材とを有し、前記仕切部材はその左右両端縁が前記左右
一対の裏当て部材に接続され、前記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁にお
いて鞄の側壁の内面に固定されるものであることを特徴とする仕切部材取付けユニット。
【請求項２】
　請求項１に記載の仕切部材取付けユニットにおいて、
　前記仕切部材はその左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に縫い付けて接続され、前
記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において上記鞄の側壁の内面に縫い付
けて固定されることを特徴とする仕切部材取付けユニット。
【請求項３】
　請求項２に記載の仕切部材取付けユニットにおいて、
　前記仕切部材はその左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に形成された切り目に貫通
され、各裏当て部材の背面に縫い付けて接続されることを特徴とする仕切部材取付けユニ
ット。
【請求項４】
　請求項1、２または３に記載の仕切部材取付けユニットにおいて、
　前記仕切部材はその下端縁が鞄の底壁の内面に縫い付けられて固定されることを特徴と
する仕切部材取付けユニット。
【請求項５】
　請求項1、２、３または４に記載の仕切部材取付けユニットにおいて、前記仕切部材は
、その左右両端縁の下端部に隅切りを有することを特徴とする仕切部材取付けユニット。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の仕切部材取付けユニットを備えたことを特徴と
する鞄。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仕切部材取付けユニットおよびそれを備えた鞄に関する。本明細書において
、「鞄」は、バッグ、ハンドバッグ、手提げかばん、ショルダーバッグ等を含む。
【背景技術】
【０００２】
　婦人用鞄の代表である手提げ鞄の中に、たとえば、ティッシュペーパやウェットティッ
シュあるいは生理用ナプキン等が収容されたパック(以下、パックという。)を収容する場
合がある。このようなパックは、手帳やメモ帳よりも数倍は厚い。
【０００３】
　手帳やメモ帳を、化粧パックやたばこケース等の小物とは区別して取り出しやすいよう
に収容するため、バッグの正面壁または背面壁の内側に、手帳やメモ帳などのみを収容で
きる浅いポケットを設けた鞄は普及している。（先行技術文献は特にない。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、パックは、手帳やメモ帳よりも厚くて上記ポケットに収容できないので
、上記ポケットよりも内側の収容空間に小物と混在して収容されているのが通常である。
ところが、その収容空間はパックの厚みよりも広いため、パックが収容空間内で倒れるこ
とが多い。そのため、小物と混在して倒れているパックからティッシュペーパやウェット
ティッシュあるいは生理用ナプキンのみを容易に取り出すことができず、困ることが少な
くない。
【０００５】
　このようなパックの小物との混在や倒れを防止するためには、鞄の中に仕切部材を設け
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て収容空間を鞄の表裏方向に分割し、一の収容空間にはたとえばパックを、他の収容空間
にはたとえば小物等を収容するようにすればよい。
【０００６】
　ところで、鞄の中に仕切部材を設ける場合、その仕切部材をどのように鞄に取り付ける
かが問題である。すなわち、仕切部材が横長の長方形であるときは、仕切部材の左右両辺
および底辺を鞄に固定する必要があるが、仕切部材の鞄に対する接続態様によっては、被
収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付勢力により、鞄の側壁に歪み
や変形などが生じることがあるので、仕切部材の取り付けを、低コストで、簡単に、鞄の
外観体裁を損なうことなくできることが求められる。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、鞄の中に仕切部材を低コストで、簡
単に、鞄の外観体裁を損なうことなく取り付けることを可能にする仕切部材取付けユニッ
トを提供することを第１の目的とする。また、被収容物から鞄の底壁または仕切部材に加
わる荷重もしくは付勢力により鞄の側壁に歪みや変形などが生じることがない鞄を提供す
ることを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記第１の目的を達成するため、本発明に係る仕切部材取付けユニットは、仕切部材と
左右一対の裏当て部材とを有し、前記仕切部材はその左右両端縁が前記左右一対の裏当て
部材に接続され、前記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において鞄の側壁
の内面に固定されるものであることを特徴とする。
【０００９】
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に縫い付けて接続され、
前記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において上記鞄の側壁の内面に縫い
付けて固定されることが好ましい。
【００１０】
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に形成された切り目に貫
通され、各裏当て部材の背面に縫い付けて接続されることが望ましい。
【００１１】
　前記仕切部材は、その下端縁が鞄の底壁の内面に縫い付けられて固定されることが望ま
しい。
【００１２】
　前記仕切部材は、その左右両端縁の下端部に隅切り（切除部）を有することが好ましい
。
【００１３】
　そして、上記第２の目的を達成するため、本発明に係る鞄は、上記いずれかの仕切部材
取付けユニットを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、仕切部材の取り付けを、低コストで、簡単に、鞄の外観体裁を損なう
ことなく行うことができる。
【００１５】
　また、本発明によれば、被収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付
勢力により鞄の側壁の外観体裁が損なわれることの無い鞄を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る仕切部材取付けユニットの斜視図である。
【図２】図１の仕切部材取付けユニットの正面図である。
【図３】図１の仕切部材取付けユニットの分解斜視図である。
【図４】図１の仕切部材取付けユニットが手提げ鞄に取り付けられるときの形状を示す斜
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視図である。
【図５】図４の仕切部材取付けユニットの正面図である。
【図６】図４の仕切部材取付けユニットが取付けられた手提げ鞄の斜視図である。
【図７】仕切部材の設置数と設置位置の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　続いて、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１及び図２に例示するように、仕切部材取付けユニット１０は、仕切部材１１と左右
一対の裏当て部材１２,１３とを有する。仕切部材１１と裏当て部材１２,１３は、ミシン
または手縫いにより、鞄に縫い付けることができる材質で作られている。そのような材質
としては、張りのある厚手の布が好ましいが、合成皮革あるいはプラスチックシートでも
よい。
【００１９】
　仕切部材１１は、図３に示すように、ほぼ矩形に形成され、左右両端縁に細長い縫い代
１１ａ，１１ｂを有し、下端縁にも細長い縫い代１１ｃを有する。仕切部材１１の長さ(
左右両端間の距離)は、図６に鞄の一例として示される手提げ鞄３０の左右両側の側壁３
１,３２間距離よりもわずかに大きい。好ましい実施の形態では、左右両端の下部に隅切
り（切除部）１１ｄ，１１ｅが設けられている。隅切り１１ｄ，１１ｅの形状は任意であ
る。
【００２０】
　裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の左右両側の側壁３１,３２の幅とほぼ等しい幅
を有し、かつ、同側壁３１,３２の高さと等しいか、わずかに小さい高さを有する。裏当
て部材１２,１３は、左右両端部に細長い縫い代１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂを有す
る。また、裏当て部材１２,１３には、その幅方向の対応する所定の位置、図示の例にお
いては、幅方向の中央位置に、裏当て部材１２,１３の高さ方向に延びる切り込み線１２
ｃ,１３ｃが設けられている。この切り込み線１２ｃ,１３ｃの長さは、仕切部材１１の左
右両端の縫い代１１ａ，１１ｂの長さと等しい。
【００２１】
　上記の構成により、図１に示すように、仕切部材１１の左右両端縁の縫い代１１ａ，１
１ｂをそれぞれ裏当て部材１２,１３の切り込み線１２ｃ,１３ｃに貫通し、裏当て部材１
２,１３の裏側に突出した縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面にミシンま
たは手縫いにより縫い付けて固定する。これにより、仕切部材取付けユニット１０が完成
する。
【００２２】
　図１の仕切部材取付けユニット１０は、次のようにして図６の手提げ鞄３０に取り付け
られる。すなわち、仕切部材取付けユニット１０を手提げ鞄３０の正面壁３１ａ、背面壁
３１ｂ、左右の側壁３１ｃ，３１ｄおよび底壁３１ｅで形成されている収容空間３２に収
容する。続いて、仕切部材１１の下端の縫い代１１ｃを図４,５に示すように水平に折り
曲げて、その縫い代１１ｃを手提げ鞄３０の底壁３１ｅの上面に当接するとともに、仕切
部材取付けユニット１０の裏当て部材１２,１３をそれぞれ手提げ鞄３０の左右の側壁３
１ｃ，３１ｄの対向する内面に当接する。そして、縫い代１１ｃを手提げ鞄３０の底壁３
１ｅの上面に縫い付け、さらに左右の裏当て部材１２,１３の縫い代１２ａ，１２ｂ；１
３ａ，１３ｂをそれぞれ手提げ鞄３０の左右の側壁３１ｃ，３１ｄの前後両端に縫い付け
て固定する。
【００２３】
　このように、鞄内に仕切部材１１を簡単に、かつ、鞄の外観体裁を損なうことなく、取
付けることができる。そして、手提げ鞄３０の収容空間３２が仕切部材１１により手提げ
鞄３０の前後方向に二分(３２ａ，３２ｂ)され、それぞれの収容空間３２ａ，３２ｂに物
を収容することができる。
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【００２４】
　上記のように、仕切部材１１の縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面に
縫い付けるので、手提げ鞄３０の収容空間３２の内面に縫い代１１ａ，１１ｂが露出しな
い。したがって、内観がスッキリしているとともに、被収容物をスムーズに出し入れする
ことができる。また、裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄとほ
ぼ等しい幅を有し、それぞれ裏当て部材１２,１３の前後両端部の縫い代１２ａ,１２ｂ；
１３ａ,１３ｂで縫い付けられるので、縫い糸は鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部ま
たはその付近にのみ現れるから、鞄３０の美観が損なわれることもない。さらに、裏当て
部材１２,１３は前後両端部において鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に接続される
ので、被収容物の重力または押圧力が仕切部材１１から裏当て部材１２,１３に伝わって
も、それらの力は裏当て部材１２,１３および鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に分
散されるため、側壁３１ｃ，３１ｄに凹み等の変形が生じることがない。
【００２５】
　仕切部材１１の底辺にはかならずしも、縫い代１１ｃを設けなくてもよい。仕切部材１
１の底辺が手提げ鞄３０の底壁３１ｅに固定されない方が、収容空間３２ａ，３２ｂの厚
みによるが、被収容物の厚みに応じて柔軟に収容空間３２ａ，３２ｂの容積が変わり、被
収容物の出し入れが容易になる。また、縫い代１１ｃを設けても、その縫い代を鞄３０の
底壁に縫い付けずに、両面テープなどで接着してもよい。その場合は、縫い代の縫い糸が
手提げ鞄３０の底面に露見されない。しかし、仕切部材１１の底辺の縫い代１１ｃを手提
げ鞄３０の底面に縫い付けるようにしても、縫い糸は手提げ鞄３０の底面に現れるだけあ
るので、手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２６】
　図７は、裏当て部材１２,１３に対する仕切部材１１の設置数と設置位置のいくつかの
例を示す。同図（ａ）は、図１～図６に示された、仕切部材１１を裏当て部材１２,１３
の前後方向の中央に一つ設置した例であり、鞄３０Ａの前後に二つの同じ容積の収容空間
３２ａ，３２ｂが形成されている。同図（ｂ）は、裏当て部材１２,１３の前後両端部か
ら中央に向かって裏当て部材１２,１３の幅の約三分の一の距離に仕切部材１１Ａ,１１Ｂ
を設置した例であり、鞄３０Ｂの前後および中央に三つの同じ容積の収容空間３２ｃ,３
２ｄ，３２ｅが形成されている。そして、図７の（ｃ）は、裏当て部材１２,１３の前端
部から後端部までの間を距離が順次小さくなるように３区分し、第１区分と第２区分の間
、及び第２区分と第３区分の間に仕切部材１１Ｃ,１１Ｄを設置した例であり、３０Ｃの
前後方向に容積が順次小さくなる三つの収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈが形成されてい
る。
【００２７】
　各鞄３０Ａ,３０Ｂ,３０Ｃの収容空間には、それぞれの収容空間の大きさに適合する物
を収容することができる。たとえば、図７の（ｃ）の鞄３０Ｃの収容空間３２ｆには、比
較的頻繁に出し入れされる単行本や化粧用パック等を、収容空間３２ｇには、少し厚めの
生理用ナプキン、ウェットティッシュまたはティッシュペーパ等が入ったパックを、収容
空間３２ｈには比較的薄い手帳やメモ帳あるいは携帯電話機などを、それぞれ収容するこ
とができる。収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈは区分されてそれぞれ適切な厚みを有する
ので、被収容物を倒さないように整然と収容することができる。したがって、必要になっ
た物を鞄３０Ｃから速やかに取り出すことができる。
【００２８】
　手提げ鞄３０の収容空間に収容される物品の重量が大きい場合は、その重量は手提げ鞄
３０の底壁に負担されるが、仕切部材１１の下端部が手提げ鞄３０の底壁に接続されてい
る場合は、その重量により仕切部材１１に引っ張り力が作用する。仕切部材１１の下端部
の左右両端に隅切り１１ｄ,１１ｅが設けられていない場合は、その引っ張り力が手提げ
鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わる。そのため、側壁３１ｃ,３１ｄが硬い材質でない
場合は、その側壁３１ｃ,３１ｄの下部が手提げ鞄３０の内側に凹みを生じやすいので、
手提げ鞄３０の外観体裁を損なうおそれがある。しかし、仕切部材１１の下端部の左右両
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提げ鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わらないので、側壁３１ｃ,３１ｄの下部の凹みに
より手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２９】
　仕切部材１１の下端部の切除部は、左右両端に限らず、仕切部材１１の底辺の中間に一
つまたは複数設けてもよい。
【００３０】
　図６の手提げ鞄３０の形状、寸法は本発明の対象ではなく、任意であり、手提げ用持ち
手３３の取付方法および形態も任意である。図６の手提げ鞄３０には、蓋が付いていない
が、希望によりチャック付きまたはボタン付きの開閉可能な蓋を備えてもよい。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　　　　　　　　　　仕切部材取付ユニット
　１１，１１Ａ～１１Ｄ　　仕切部材
　１１ａ,１１ｂ,１１ｃ　　縫い代
　１１ｄ,１１ｅ　　　　　 隅切り
　１２，１３　　　　　　　裏当て部材
　１２ａ,１２ｂ；１３ａ,１３ｂ　縫い代
　１２ｃ,１３ｃ　　　　　 切り目線
　３０,３０Ａ～３０Ｃ　　 鞄
　３１ａ,３１ｂ　　　　　 正面壁と背面壁
　３１ｃ,３１ｄ　　　　　 側壁
　３２，３２ａ～３２ｈ　　 収容空間

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月11日(2016.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仕切部材取付けユニットおよびそれを備えた鞄に関する。本明細書において
、「鞄」は、バッグ、ハンドバッグ、手提げかばん、ショルダーバッグ等を含む。
【背景技術】
【０００２】
　婦人用鞄の代表である手提げ鞄の中に、たとえば、ティッシュペーパやウェットティッ
シュあるいは生理用ナプキン等が収容されたパック(以下、パックという。)を収容する場
合がある。このようなパックは、手帳やメモ帳よりも数倍は厚い。
【０００３】
　手帳やメモ帳を、化粧パックやたばこケース等の小物とは区別して取り出しやすいよう
に収容するため、バッグの正面壁または背面壁の内側に、手帳やメモ帳などのみを収容で
きる浅いポケットを設けた鞄は普及している。（先行技術文献は特にない。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、パックは、手帳やメモ帳よりも厚くて上記ポケットに収容できないので
、上記ポケットよりも内側の収容空間に小物と混在して収容されているのが通常である。
ところが、その収容空間はパックの厚みよりも広いため、パックが収容空間内で倒れるこ
とが多い。そのため、小物と混在して倒れているパックからティッシュペーパやウェット
ティッシュあるいは生理用ナプキンのみを容易に取り出すことができず、困ることが少な
くない。
【０００５】
　このようなパックの小物との混在や倒れを防止するためには、鞄の中に仕切部材を設け
て収容空間を鞄の表裏方向に分割し、一の収容空間にはたとえばパックを、他の収容空間
にはたとえば小物等を収容するようにすればよい。
【０００６】
　ところで、鞄の中に仕切部材を設ける場合、その仕切部材をどのように鞄に取り付ける
かが問題である。すなわち、仕切部材が横長の長方形であるときは、仕切部材の左右両辺
および底辺を鞄に固定する必要があるが、仕切部材の鞄に対する接続態様によっては、被
収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付勢力により、鞄の側壁に歪み
や変形などが生じることがあるので、仕切部材の取り付けを、低コストで、簡単に、鞄の
外観体裁を損なうことなくできることが求められる。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、鞄の中に仕切部材を低コストで、簡
単に、鞄の外観体裁を損なうことなく取り付けることを可能にする仕切部材取付けユニッ
トを提供することを第１の目的とする。また、被収容物から鞄の底壁または仕切部材に加
わる荷重もしくは付勢力により鞄の側壁に歪みや変形などが生じることがない鞄を提供す
ることを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記第１の目的を達成するため、本発明に係る仕切部材取付けユニットは、仕切部材と
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左右一対の裏当て部材とを有し、前記仕切部材はその左右両端縁が前記左右一対の裏当て
部材に接続され、前記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において鞄の側壁
の内面に固定されるものであることを特徴とする。
【０００９】
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に縫い付けて接続され、
前記左右一対の裏当て部材は、それぞれが前後両端縁において上記鞄の側壁の内面に縫い
付けて固定されることが好ましい。
【００１０】
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に形成された切り目に貫
通され、各裏当て部材の背面に縫い付けて接続されることが望ましい。
【００１１】
　前記仕切部材は、その下端縁が鞄の底壁の内面に縫い付けられて固定されることが望ま
しい。
【００１２】
　前記仕切部材は、その左右両端縁の下端部に隅切り（切除部）を有することが好ましい
。
【００１３】
　そして、上記第２の目的を達成するため、本発明に係る鞄は、上記いずれかの仕切部材
取付けユニットを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、仕切部材の取り付けを、低コストで、簡単に、鞄の外観体裁を損なう
ことなく行うことができる。
【００１５】
　また、本発明によれば、被収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付
勢力により鞄の側壁の外観体裁が損なわれることの無い鞄を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る仕切部材取付けユニットの斜視図である。
【図２】図１の仕切部材取付けユニットの正面図である。
【図３】図１の仕切部材取付けユニットの分解斜視図である。
【図４】図１の仕切部材取付けユニットが手提げ鞄に取り付けられるときの形状を示す斜
視図である。
【図５】図４の仕切部材取付けユニットの正面図である。
【図６】図４の仕切部材取付けユニットが取付けられた手提げ鞄の斜視図である。
【図７】仕切部材の設置数と設置位置の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　続いて、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１及び図２に例示するように、仕切部材取付けユニット１０は、仕切部材１１と左右
一対の裏当て部材１２,１３とを有する。仕切部材１１と裏当て部材１２,１３は、ミシン
または手縫いにより、鞄に縫い付けることができる材質で作られている。そのような材質
としては、張りのある厚手の布が好ましいが、合成皮革あるいはプラスチックシートでも
よい。
【００１９】
　仕切部材１１は、図３に示すように、ほぼ矩形に形成され、左右両端縁に細長い縫い代
１１ａ，１１ｂを有し、下端縁にも細長い縫い代１１ｃを有する。仕切部材１１の長さ(
左右両端間の距離)は、図６に鞄の一例として示される手提げ鞄３０の左右両側の側壁３
１,３２間距離よりもわずかに大きい。好ましい実施の形態では、左右両端の下部に隅切
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り（切除部）１１ｄ，１１ｅが設けられている。隅切り１１ｄ，１１ｅの形状は任意であ
る。
【００２０】
　裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の左右両側の側壁３１,３２の幅とほぼ等しい幅
を有し、かつ、同側壁３１,３２の高さと等しいか、わずかに小さい高さを有する。裏当
て部材１２,１３は、左右両端部に細長い縫い代１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂを有す
る。また、裏当て部材１２,１３には、その幅方向の対応する所定の位置、図示の例にお
いては、幅方向の中央位置に、裏当て部材１２,１３の高さ方向に延びる切り込み線１２
ｃ,１３ｃが設けられている。この切り込み線１２ｃ,１３ｃの長さは、仕切部材１１の左
右両端の縫い代１１ａ，１１ｂの長さと等しい。
【００２１】
　上記の構成により、図１に示すように、仕切部材１１の左右両端縁の縫い代１１ａ，１
１ｂをそれぞれ裏当て部材１２,１３の切り込み線１２ｃ,１３ｃに貫通し、裏当て部材１
２,１３の裏側に突出した縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面にミシンま
たは手縫いにより縫い付けて固定する。これにより、仕切部材取付けユニット１０が完成
する。
【００２２】
　図１の仕切部材取付けユニット１０は、次のようにして図６の手提げ鞄３０に取り付け
られる。すなわち、仕切部材取付けユニット１０を手提げ鞄３０の正面壁３１ａ、背面壁
３１ｂ、左右の側壁３１ｃ，３１ｄおよび底壁３１ｅで形成されている収容空間３２に収
容する。続いて、仕切部材１１の下端の縫い代１１ｃを図４,５に示すように水平に折り
曲げて、その縫い代１１ｃを手提げ鞄３０の底壁３１ｅの上面に当接するとともに、仕切
部材取付けユニット１０の裏当て部材１２,１３をそれぞれ手提げ鞄３０の左右の側壁３
１ｃ，３１ｄの対向する内面に当接する。そして、縫い代１１ｃを手提げ鞄３０の底壁３
１ｅの上面に縫い付け、さらに左右の裏当て部材１２,１３の縫い代１２ａ，１２ｂ；１
３ａ，１３ｂをそれぞれ手提げ鞄３０の左右の側壁３１ｃ，３１ｄの前後両端に縫い付け
て固定する。
【００２３】
　このように、鞄内に仕切部材１１を簡単に、かつ、鞄の外観体裁を損なうことなく、取
付けることができる。そして、手提げ鞄３０の収容空間３２が仕切部材１１により手提げ
鞄３０の前後方向に二分(３２ａ，３２ｂ)され、それぞれの収容空間３２ａ，３２ｂに物
を収容することができる。
【００２４】
　上記のように、仕切部材１１の縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面に
縫い付けるので、手提げ鞄３０の収容空間３２の内面に縫い代１１ａ，１１ｂが露出しな
い。したがって、内観がスッキリしているとともに、被収容物をスムーズに出し入れする
ことができる。また、裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄとほ
ぼ等しい幅を有し、それぞれ裏当て部材１２,１３の前後両端部の縫い代１２ａ,１２ｂ；
１３ａ,１３ｂで縫い付けられるので、縫い糸は鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部ま
たはその付近にのみ現れるから、鞄３０の美観が損なわれることもない。さらに、裏当て
部材１２,１３は前後両端部において鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に接続される
ので、被収容物の重力または押圧力が仕切部材１１から裏当て部材１２,１３に伝わって
も、それらの力は裏当て部材１２,１３および鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に分
散されるため、側壁３１ｃ，３１ｄに凹み等の変形が生じることがない。
【００２５】
　仕切部材１１の底辺にはかならずしも、縫い代１１ｃを設けなくてもよい。仕切部材１
１の底辺が手提げ鞄３０の底壁３１ｅに固定されない方が、収容空間３２ａ，３２ｂの厚
みによるが、被収容物の厚みに応じて柔軟に収容空間３２ａ，３２ｂの容積が変わり、被
収容物の出し入れが容易になる。また、縫い代１１ｃを設けても、その縫い代を鞄３０の
底壁に縫い付けずに、両面テープなどで接着してもよい。その場合は、縫い代の縫い糸が
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手提げ鞄３０の底面に露見されない。しかし、仕切部材１１の底辺の縫い代１１ｃを手提
げ鞄３０の底面に縫い付けるようにしても、縫い糸は手提げ鞄３０の底面に現れるだけあ
るので、手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２６】
　図７は、裏当て部材１２,１３に対する仕切部材１１の設置数と設置位置のいくつかの
例を示す。同図（ａ）は、図１～図６に示された、仕切部材１１を裏当て部材１２,１３
の前後方向の中央に一つ設置した例であり、鞄３０Ａの前後に二つの同じ容積の収容空間
３２ａ，３２ｂが形成されている。同図（ｂ）は、裏当て部材１２,１３の前後両端部か
ら中央に向かって裏当て部材１２,１３の幅の約三分の一の距離に仕切部材１１Ａ,１１Ｂ
を設置した例であり、鞄３０Ｂの前後および中央に三つの同じ容積の収容空間３２ｃ,３
２ｄ，３２ｅが形成されている。そして、図７の（ｃ）は、裏当て部材１２,１３の前端
部から後端部までの間を距離が順次小さくなるように３区分し、第１区分と第２区分の間
、及び第２区分と第３区分の間に仕切部材１１Ｃ,１１Ｄを設置した例であり、３０Ｃの
前後方向に容積が順次小さくなる三つの収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈが形成されてい
る。
【００２７】
　各鞄３０Ａ,３０Ｂ,３０Ｃの収容空間には、それぞれの収容空間の大きさに適合する物
を収容することができる。たとえば、図７の（ｃ）の鞄３０Ｃの収容空間３２ｆには、比
較的頻繁に出し入れされる単行本や化粧用パック等を、収容空間３２ｇには、少し厚めの
生理用ナプキン、ウェットティッシュまたはティッシュペーパ等が入ったパックを、収容
空間３２ｈには比較的薄い手帳やメモ帳あるいは携帯電話機などを、それぞれ収容するこ
とができる。収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈは区分されてそれぞれ適切な厚みを有する
ので、被収容物を倒さないように整然と収容することができる。したがって、必要になっ
た物を鞄３０Ｃから速やかに取り出すことができる。
【００２８】
　手提げ鞄３０の収容空間に収容される物品の重量が大きい場合は、その重量は手提げ鞄
３０の底壁に負担されるが、仕切部材１１の下端部が手提げ鞄３０の底壁に接続されてい
る場合は、その重量により仕切部材１１に引っ張り力が作用する。仕切部材１１の下端部
の左右両端に隅切り１１ｄ,１１ｅが設けられていない場合は、その引っ張り力が手提げ
鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わる。そのため、側壁３１ｃ,３１ｄが硬い材質でない
場合は、その側壁３１ｃ,３１ｄの下部が手提げ鞄３０の内側に凹みを生じやすいので、
手提げ鞄３０の外観体裁を損なうおそれがある。しかし、仕切部材１１の下端部の左右両
端に隅切り１１ｄ,１１ｅが設けられている場合は、収容物の重量による引っ張り力が手
提げ鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わらないので、側壁３１ｃ,３１ｄの下部の凹みに
より手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２９】
　仕切部材１１の下端部の切除部は、左右両端に限らず、仕切部材１１の底辺の中間に一
つまたは複数設けてもよい。
【００３０】
　図６の手提げ鞄３０の形状、寸法は本発明の対象ではなく、任意であり、手提げ用持ち
手３３の取付方法および形態も任意である。図６の手提げ鞄３０には、蓋が付いていない
が、希望によりチャック付きまたはボタン付きの開閉可能な蓋を備えてもよい。
【００３１】
　手提げ鞄３０の手提げ用持ち手３３が鞄の両側壁に取付けられている場合は、仕切部材
取付ユニット１０の裏当て部材１２，１３の幅を、持ち手３３の幅とほぼ等しくし、その
裏当て部材１２，１３を持ち手３３の内側に縫い付けても良い。この場合も、裏当て部材
１２，１３の縫い糸が鞄の外観を損なわないようにすることができる。
【００３２】
　鞄３０及び仕切部材取付ユニット１０が布製である場合は、仕切部材を有するまま丸洗
いができるので便利である。仕切部材のみを鞄の内面に接着により取付けている従来の鞄
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は、洗うと仕切部材が脱落してしまう問題が本発明の実施の形態では解決される。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　　　　　　　　　　仕切部材取付ユニット
　１１，１１Ａ～１１Ｄ　　仕切部材
　１１ａ,１１ｂ,１１ｃ　　縫い代
　１１ｄ,１１ｅ　　　　　 隅切り
　１２，１３　　　　　　　裏当て部材
　１２ａ,１２ｂ；１３ａ,１３ｂ　縫い代
　１２ｃ,１３ｃ　　　　　 切り目線
　３０,３０Ａ～３０Ｃ　　 鞄
　３１ａ,３１ｂ　　　　　 正面壁と背面壁
　３１ｃ,３１ｄ　　　　　 側壁
　３２，３２ａ～３２ｈ　　 収容空間
【手続補正書】
【提出日】平成28年12月2日(2016.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鞄に関する。本明細書において、「鞄」は、バッグ、ハンドバッグ、手提げ
かばん、ショルダーバッグ等を含む。
【背景技術】
【０００２】
　婦人用鞄の代表である手提げ鞄の中に、たとえば、ティッシュペーパやウェットティッ
シュあるいは生理用ナプキン等が収容されたパック(以下、パックという。)を収容する場
合がある。このようなパックは、手帳やメモ帳よりも数倍は厚い。
【０００３】
　手帳やメモ帳を、化粧パックやたばこケース等の小物とは区別して取り出しやすいよう
に収容するため、バッグの正面壁または背面壁の内側に、手帳やメモ帳などのみを収容で
きる浅いポケットを設けた鞄は普及している。（先行技術文献は特にない。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、パックは、手帳やメモ帳よりも厚くて上記ポケットに収容できないので
、上記ポケットよりも内側の収容空間に小物と混在して収容されているのが通常である。
ところが、その収容空間はパックの厚みよりも広いため、パックが収容空間内で倒れるこ
とが多い。そのため、小物と混在して倒れているパックからティッシュペーパやウェット
ティッシュあるいは生理用ナプキンのみを容易に取り出すことができず、困ることが少な
くない。
【０００５】
　このようなパックの小物との混在や倒れを防止するためには、鞄の中に仕切部材を設け
て収容空間を鞄の表裏方向に分割し、一の収容空間にはたとえばパックを、他の収容空間
にはたとえば小物等を収容するようにすればよい。
【０００６】
　ところで、鞄の中に仕切部材を設ける場合、その仕切部材をどのように鞄に取り付ける
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かが問題である。すなわち、仕切部材が横長の長方形であるときは、仕切部材の左右両辺
および底辺を鞄に固定する必要があるが、仕切部材の鞄に対する接続態様によっては、被
収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付勢力により、鞄の側壁に歪み
や変形などが生じ、鞄の外観体裁が損なわれることがある。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、仕切部材を備えても、外観体裁が損
なわれることが防止された鞄を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る鞄は、仕切部材の左右両端縁に左右一対の裏当
て部材を縫い付けて仕切が構成され、その仕切の前記左右一対の裏当て部材の前後両端縁
は鞄の側壁の内面に縫い付けられ、前記仕切部材の下端縁は前記鞄の底壁の内面に縫い付
けられ、前記仕切部材の左右両端縁の下端部と前記下端縁の両端部の間に下方に開口する
切欠が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に形成された切り目に貫
通され、各裏当て部材の背面に縫い付けられていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、被収容物から鞄の底壁または仕切部材に加わる荷重もしくは付勢力に
より鞄の側壁の外観体裁が損なわれることの無い鞄を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る鞄に取付けられる仕切ユニットの一例の斜視図である。
【図２】図１の仕切ユニットの正面図である。
【図３】図１の仕切ユニットの分解斜視図である。
【図４】図１の仕切ユニットが鞄に取り付けられるときの形状を示す斜視図である。
【図５】図４の仕切ユニットの正面図である。
【図６】図４の仕切ユニットが取付けられた手提げ鞄の一例の斜視図である。
【図７】仕切ユニットにおける仕切部材の設置数と設置位置の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　続いて、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　本発明に係る鞄には、図１及び図２に例示するような仕切ユニット１０が鞄の中に取付
けられる。仕切ユニット１０は、仕切部材１１と左右一対の裏当て部材１２,１３とを有
する。仕切部材１１と裏当て部材１２,１３は、ミシンまたは手縫いにより、鞄に縫い付
けることができる材質で作られている。そのような材質としては、張りのある厚手の布が
好ましいが、合成皮革あるいはプラスチックシートでもよい。
【００１４】
　仕切部材１１は、図３に示すように、ほぼ矩形に形成され、左右両端縁に細長い縫い代
１１ａ，１１ｂを有し、下端縁にも細長い縫い代１１ｃを有する。仕切部材１１の長さ(
左右両端間の距離)は、図６に鞄の一例として示される手提げ鞄３０の左右両側の側壁３
１,３２間距離よりもわずかに大きい。そして、仕切部材１１の左右両端縁の下端部と仕
切部材１１の下端縁(１１ｃ)の両端部の間に下方に開口する切欠１１ｄ，１１ｅが設けら
れている。隅切り１１ｄ，１１ｅの形状は任意である。
【００１５】
　裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の左右両側の側壁３１,３２の幅とほぼ等しい幅
を有し、かつ、同側壁３１,３２の高さと等しいか、わずかに小さい高さを有する。裏当
て部材１２,１３は、左右両端部に細長い縫い代１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂを有す
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る。また、裏当て部材１２,１３には、その幅方向の対応する所定の位置、図示の例にお
いては、幅方向の中央位置に、裏当て部材１２,１３の高さ方向に延びる切り込み線１２
ｃ,１３ｃが設けられている。この切り込み線１２ｃ,１３ｃの長さは、仕切部材１１の左
右両端の縫い代１１ａ，１１ｂの長さと等しい。
【００１６】
　上記の構成により、図１に示すように、仕切部材１１の左右両端縁の縫い代１１ａ，１
１ｂをそれぞれ裏当て部材１２,１３の切り込み線１２ｃ,１３ｃに貫通し、裏当て部材１
２,１３の裏側に突出した縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面にミシンま
たは手縫いにより縫い付けて固定する。これにより、仕切ユニット１０が完成する。
【００１７】
　図１の仕切ユニット１０は、次のようにして図６の手提げ鞄３０に取り付けられる。す
なわち、仕切ユニット１０を手提げ鞄３０の正面壁３１ａ、背面壁３１ｂ、左右の側壁３
１ｃ，３１ｄおよび底壁３１ｅで形成されている収容空間３２に収容する。続いて、仕切
部材１１の下端の縫い代１１ｃを図４,５に示すように水平に折り曲げて、その縫い代１
１ｃを手提げ鞄３０の底壁３１ｅの上面に当接するとともに、仕切ユニット１０の裏当て
部材１２,１３をそれぞれ手提げ鞄３０の左右の側壁３１ｃ，３１ｄの対向する内面に当
接する。そして、縫い代１１ｃを手提げ鞄３０の底壁３１ｅの上面に縫い付け、さらに左
右の裏当て部材１２,１３の縫い代１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂをそれぞれ手提げ鞄
３０の左右の側壁３１ｃ，３１ｄの前後両端に縫い付けて固定する。
【００１８】
　仕切ユニット１０は、仕切部材１１の左右両端縁の下端部と仕切部材１１の下端縁の両
端部の間に下方に開口する切欠が設けられているので、仕切部材の下端縁を鞄の底壁に縫
い付ける作業と、裏当て部材の前後両端縁を鞄の側壁に縫い付ける作業を、いずれを先に
行っても、後の縫合作業に自由性があるので、後の縫合作業を先の縫合により拘束される
ことなく行なうことができる。
　また、仕切ユニットを取付けた後は、被収容物の重みや嵩張りにより鞄の側壁に縦皺や
凹みなどの変形が生じて鞄の外観体裁が損なわれることが防止される。
【００１９】
　このように、鞄内に仕切ユニット１０を簡単に、かつ、鞄の外観体裁を損なうことなく
、取付けることができる。そして、手提げ鞄３０の収容空間３２が仕切部材１１により手
提げ鞄３０の前後方向に二分(３２ａ，３２ｂ)され、それぞれの収容空間３２ａ，３２ｂ
に物を収容することができる。
【００２０】
　上記のように、仕切部材１１の縫い代１１ａ，１１ｂを裏当て部材１２,１３の裏面に
縫い付けるので、手提げ鞄３０の収容空間３２の内面に縫い代１１ａ，１１ｂが露出しな
い。したがって、内観がスッキリしているとともに、被収容物をスムーズに出し入れする
ことができる。また、裏当て部材１２,１３は、手提げ鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄとほ
ぼ等しい幅を有し、それぞれ裏当て部材１２,１３の前後両端部の縫い代１２ａ,１２ｂ；
１３ａ,１３ｂで縫い付けられるので、縫い糸は鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部ま
たはその付近にのみ現れるから、鞄３０の美観が損なわれることもない。さらに、裏当て
部材１２,１３は前後両端部において鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に接続される
ので、被収容物の重力または押圧力が仕切部材１１から裏当て部材１２,１３に伝わって
も、それらの力は裏当て部材１２,１３および鞄３０の側壁３１ｃ，３１ｄの両端部に分
散されるため、側壁３１ｃ，３１ｄに凹み等の変形が生じることがない。
【００２１】
　仕切部材１１の底辺にはかならずしも、縫い代１１ｃを設けなくてもよい。仕切部材１
１の底辺が手提げ鞄３０の底壁３１ｅに固定されない方が、収容空間３２ａ，３２ｂの厚
みによるが、被収容物の厚みに応じて柔軟に収容空間３２ａ，３２ｂの容積が変わり、被
収容物の出し入れが容易になる。また、縫い代１１ｃを設けても、その縫い代を鞄３０の
底壁に縫い付けずに、両面テープなどで接着してもよい。その場合は、縫い代の縫い糸が
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手提げ鞄３０の底面に露見されない。しかし、仕切部材１１の底辺の縫い代１１ｃを手提
げ鞄３０の底面に縫い付けるようにしても、縫い糸は手提げ鞄３０の底面に現れるだけあ
るので、手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２２】
　図７は、裏当て部材１２,１３に対する仕切部材１１の設置数と設置位置のいくつかの
例を示す。同図（ａ）は、図１～図６に示された、仕切部材１１を裏当て部材１２,１３
の前後方向の中央に一つ設置した例であり、鞄３０Ａの前後に二つの同じ容積の収容空間
３２ａ，３２ｂが形成されている。同図（ｂ）は、裏当て部材１２,１３の前後両端部か
ら中央に向かって裏当て部材１２,１３の幅の約三分の一の距離に仕切部材１１Ａ,１１Ｂ
を設置した例であり、鞄３０Ｂの前後および中央に三つの同じ容積の収容空間３２ｃ,３
２ｄ，３２ｅが形成されている。そして、図７の（ｃ）は、裏当て部材１２,１３の前端
部から後端部までの間を距離が順次小さくなるように３区分し、第１区分と第２区分の間
、及び第２区分と第３区分の間に仕切部材１１Ｃ,１１Ｄを設置した例であり、３０Ｃの
前後方向に容積が順次小さくなる三つの収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈが形成されてい
る。
【００２３】
　各鞄３０Ａ,３０Ｂ,３０Ｃの収容空間には、それぞれの収容空間の大きさに適合する物
を収容することができる。たとえば、図７の（ｃ）の鞄３０Ｃの収容空間３２ｆには、比
較的頻繁に出し入れされる単行本や化粧用パック等を、収容空間３２ｇには、少し厚めの
生理用ナプキン、ウェットティッシュまたはティッシュペーパ等が入ったパックを、収容
空間３２ｈには比較的薄い手帳やメモ帳あるいは携帯電話機などを、それぞれ収容するこ
とができる。収容空間３２ｆ，３２ｇ，３２ｈは区分されてそれぞれ適切な厚みを有する
ので、被収容物を倒さないように整然と収容することができる。したがって、必要になっ
た物を鞄３０Ｃから速やかに取り出すことができる。
【００２４】
　手提げ鞄３０の収容空間に収容される物品の重量が大きい場合は、その重量は手提げ鞄
３０の底壁に負担されるが、仕切部材１１の下端部が手提げ鞄３０の底壁に接続されてい
る場合は、その重量により仕切部材１１に引っ張り力が作用する。仕切部材１１の下端部
の左右両端に隅切り１１ｄ,１１ｅが設けられていない場合は、その引っ張り力が手提げ
鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わる。そのため、側壁３１ｃ,３１ｄが硬い材質でない
場合は、その側壁３１ｃ,３１ｄの下部が手提げ鞄３０の内側に凹みを生じやすいので、
手提げ鞄３０の外観体裁を損なうおそれがある。しかし、仕切部材１１の下端部の左右両
端に隅切り１１ｄ,１１ｅが設けられている場合は、収容物の重量による引っ張り力が手
提げ鞄３０の側壁３１ｃ,３１ｄまで伝わらないので、側壁３１ｃ,３１ｄの下部の凹みに
より手提げ鞄３０の外観体裁が損なわれることはない。
【００２５】
　仕切部材１１の下端部の切除部は、左右両端に限らず、仕切部材１１の底辺の中間に一
つまたは複数設けてもよい。
【００２６】
　図６の手提げ鞄３０の形状、寸法は本発明の対象ではなく、任意であり、手提げ用持ち
手３３の取付方法および形態も任意である。図６の手提げ鞄３０には、蓋が付いていない
が、希望によりチャック付きまたはボタン付きの開閉可能な蓋を備えてもよい。
【００２７】
　手提げ鞄３０の手提げ用持ち手３３が鞄の両側壁に取付けられている場合は、仕切ユニ
ット１０の裏当て部材１２，１３の幅を、持ち手３３の幅とほぼ等しくし、その裏当て部
材１２，１３を持ち手３３の内側に縫い付けても良い。この場合も、裏当て部材１２，１
３の縫い糸が鞄の外観を損なわないようにすることができる。
【００２８】
　鞄３０及び仕切ユニット１０が布製である場合は、仕切部材を有するまま丸洗いができ
るので便利である。仕切部材のみを鞄の内面に接着により取付けている従来の鞄は、洗う
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と仕切部材が脱落してしまう問題が本発明の実施の形態では解決される。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　　　　　　　　　　仕切ユニット
　１１，１１Ａ～１１Ｄ　　仕切部材
　１１ａ,１１ｂ,１１ｃ　　縫い代
　１１ｄ，１１ｅ　　　　　下方に開口する切欠
　１２，１３　　　　　　　裏当て部材
　１２ａ,１２ｂ；１３ａ,１３ｂ　縫い代
　１２ｃ,１３ｃ　　　　　切り込み線
　３０,３０Ａ～３０Ｃ　　 鞄
　３１ａ,３１ｂ　　　　　 正面壁と背面壁
　３１ｃ,３１ｄ　　　　　 側壁
　３２，３２ａ～３２ｈ　　収容空間
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切部材の左右両端縁が左右一対の裏当て部材に縫い付けられ、
　前記左右一対の裏当て部材の前後両端縁は鞄の側壁の内面に縫い付けられ、
　前記仕切部材の下端縁は前記鞄の底壁の内面に縫い付けられ、
　前記仕切部材の左右両端縁の下端部と前記下端縁の両端部の間に下方に開口する切欠が
設けられている、
　ことを特徴とする鞄。
【請求項２】
　請求項１に記載の鞄において、
　前記仕切部材は、その左右両端縁が前記左右一対の裏当て部材に形成された切り込み線
に貫通され、各裏当て部材の背面に縫い付けられていることを特徴とする鞄。
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